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平成３０年１２月２１日 

 

２ 平成３０年度庁外施設定期監査意見・要望事項の措置状況 

 

教育委員会  

意見・要望事項 措置状況 

(１) 共通事項 

ア 服務・給与事務等について 

服務・給与事務等については、これまで

の監査結果等を踏まえ、おおむね適正な事

務処理がなされていた。その指摘数も昨年

度に比べ減少しており、各庁外施設の努力

を評価する。 

しかし、指摘事項でも述べたように、事

務処理ミスは、まだなお見られるところで

ある。児童館や保育園などでは非常勤職員

等も多く、また雇用形態、勤務形態も多様

であり、その事務処理には細心の注意を必

要とする。事務処理ミスの生じた原因とし

ては、施設長や担当者の異動による引継ぎ

が十分になされていなかったことや事務処

理マニュアル等の理解不足と考えられる。 

服務・給与事務等は事務運営の基本であ

ることから、丁寧な事務の引継ぎや担当者

に対する研修、事務処理マニュアルの確認

の徹底など、適正な事務処理が図られるよ

う、なお一層留意されたい。 

（生涯学習課：各施設） 

 

 

 

事務処理マニュアルの確認を徹底

し、正しい理解の基に事務処理を行う

よう周知徹底した。 

また、ダブルチェックの徹底及び職

員異動時における丁寧な事務引継ぎや

研修実施を行い、適正な事務処理に努

めていく。 

（生涯学習課） 
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平成３０年１２月２１日 

 

２ 平成３０年度庁外施設定期監査意見・要望事項の措置状況 

 

教育委員会  

意見・要望事項 措置状況 

(１)共通事項 

イ 危機管理について 

地震、火事、風水害、不審者の侵入、施

設内外事故などへの対応に関しては、マニ

ュアルの整備、安否確認方法の明確化、小

児用パッドを備えたＡＥＤ使用等の訓練、

交通安全の徹底、食物アレルギーに係る配

慮など、全体的に適正な取組がなされてい

た。引き続き、各種訓練の実施やマニュア

ルの定期的なチェックとその周知、複合施

設においては各施設間の円滑な連携などに

努め、十分な対策を講じられたい。 

なお、今回の監査の実施期間中に、区内

の保育園において細菌性赤痢が集団的に発

生する事故が起きた。これに伴い、同じ地

区内にある保育園、児童館や学童保育クラ

ブ等に対しては、感染状況や予防策の説明

とともに、消毒液の配布が行われ、各施設

において速やかな対処が求められたところ

である。 

事故の原因と経過、発症後の措置や事態

の推移については、今後関係所管による検

証が行われるものと思われる。その結果を

踏まえ、改めて感染症等に係る啓発、施設

での日常の衛生管理、発生時の対応、保護

者への支援、関係者や区民に対する周知方

法等について点検し、必要な修正を加える

など、一層適切な対策の構築に努められた

い。      （生涯学習課：各施設） 

 

 

各社会教育館等において、危機管理マ

ニュアルを整備し、非常時における危機

管理に努めている。引き続きマニュアル

の定期的なチェックや見直しを行うと共

に、災害時を想定した複合施設全体の避

難誘導体制に基づいた訓練の実施、利用

者への取組等の周知、各施設と所管課及

び関係部局・機関等との連携など、一層

危機管理体制の強化に努めていく。 

また、感染症等への対応についても、

施設内での日常的な衛生管理や予防啓発

に努めると共に、発生時の対応について

マニュアルの整備や見直しを進め、引き

続き適切な対策に努めていく。 

（生涯学習課） 
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平成３０年１２月２１日 

 

２ 平成３０年度庁外施設定期監査意見・要望事項の措置状況 

 

教育委員会  

意見・要望事項 措置状況 

(２)個別事項 

イ 有資格者による施設点検について 

今回監査を行った庁外施設の多くは老朽

化が進んでおり、様々な不具合が生じてい

る。各施設では、専門的な知識を持たない

ながらも、施設課などと連携しながら、施

設管理に適切に取り組んでいることが伺え

た。 

建築基準法の改正に伴い、２９年度から

は有資格者（一級建築士等）による区有施

設の点検が開始され、これにより建築物の

安全性や適法性の確保が更に図られるとこ

ろとなっている。今回の監査でも、各施設

ではその点検結果の報告を受け、内容を把

握し、修理等の必要な対応がなされていた。 

今後もこれを有効に活用して、建物等に

関する認識を深めながら、老朽化が進む施

設の安全管理に生かすよう期待する。  

（生涯学習課：各施設） 

 

 

 

庁外施設の老朽化に伴う施設の不具合

などについて、施設課などと連携し適切

な修繕対応に努めている。２９年度から

実施されている有資格者（一級建築士等）

による点検結果を十分に活用し、建物等

に関する認識を深めると共に、引き続き

施設課や各関係所管と連携し、修繕対応

など施設の安全管理に一層努めていく。 

（生涯学習課） 

 

 

 

 

 

 


